
○小諸市隣保館条例施行規則 

平成30年３月29日 

規則第21号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小諸市隣保館条例（平成12年小諸市条例第10号。以下「条例」

という。）第14条の規定により小諸市人権センター（以下「隣保館」という。）の

管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間等） 

第２条 隣保館の使用時間は、午前８時30分から午後10時までとする。 

２ 使用者の使用する時間は、使用許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に必要

な時間を含むものとする。 

（休館日） 

第３条 隣保館の休館日は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 毎週土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に規定する休日 

(2) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

(3) 前２号の規定にかかわらず市長が必要と認めた場合に開館することができる。 

２ 市長は、特に必要があると認める場合には、前項に規定する日以外の日を休館日

とすることができる。 

（使用の申込み） 

第４条 条例第６条第１項の規定により許可を受けようとする者は、小諸市隣保館使

用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（使用許可書の交付） 

第５条 市長は、条例第６条第１項の規定により許可をしたときは、小諸市隣保館使

用許可書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

（使用の変更等） 

第６条 条例第６条第１項後段に規定する許可事項の変更をしようとするときは、小

諸市隣保館使用許可事項変更許可申請書（様式第３号）に、前条の許可書を添えて

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更の許可をしたときは、小諸市隣保館使用事項変更許可書（様

式第４号）を交付するものとする。 



（許可の取消し等） 

第７条 市長は、条例第８条第１項の規定により許可の取消し処分をしたときは、遅

滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。 

（使用料の減免） 

第８条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けることができる額は、条例別表

に掲げる使用料の額に次に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額

とする。 

(1) 国又は県が使用する場合 100／100 

(2) 市長が認めた団体等の福利厚生、教養又は文化の向上を図るための講演会、研

修会、展示会その他これに類するものに使用する場合 100／100 

(3) 市長が特別の事由があると認める場合 その都度定める率 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、小諸市隣保館使用料減免申請書（様式第５

号）を市長に提出しなければならない。 

（遵守事項） 

第９条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 室、設備、器具等を毀損しないこと。 

(2) 使用許可のない室、設備、器具等を使用しないこと。 

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。 

(4) 前３号に定めるもののほか、秩序の維持について館長の指示に従うこと。 

（使用終了後の整備等） 

第10条 使用者は、使用終了後又は条例第８条第１項の規定により使用を停止させら

れたときは、室内を清掃し、設備又は器具等を整頓して職員の点検を受けて返還し

なければならない。 

（損害賠償） 

第11条 使用者は、建物、設備及び器具等を毀損又は滅失したときは、市長が算定す

る損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認

めたときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（運営審議会の委員） 

第12条 条例第13条に規定する小諸市隣保館運営審議会（以下「審議会」という。）

の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 行政機関及び教育機関の代表者 



(2) 社会福祉協議会会長 

(3) 区長会の代表者 

(4) 地区（旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭

和62年法律第22号）第２条第１項に規定する対象地域）住民の代表者 

(5) 産業経済団体の代表者 

(6) 福祉事務所長 

(7) 識見を有する者 

(8) 市民 

２ 前項第８号に掲げる市民は、小諸市自治基本条例（平成22年小諸市条例第１号）

第３条第１号に規定する市民のうち公募に応じたものとする。 

３ 委員は、再任することができる。 

（審議会の会長及び副会長） 

第13条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第14条 審議会を開く必要があるときは、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求め

ることができる。 

（隣保館運営委員会） 

第15条 隣保館事業の円滑な運営を図るため、隣保館運営委員会を置くことができる。 

（職員の任務等） 

第16条 館長は、人権政策課長の命を受けて館の業務を掌理し、指導員及びその他の

職員は、館長の命を受けて業務を分担する。 

２ 職員の職務の分担は、館長の定めるところによる。 

３ 館長に事故あるときは、人権政策課長の指定した者がその職を代行する。 

（庶務） 



第17条 審議会の庶務は、人権政策課において処理する。 

（補則） 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日規則第８号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

（令４規則８・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条第１項関係） 

（令４規則８・一部改正） 

様式第４号（第６条第２項関係） 

様式第５号（第８条関係） 

（令４規則８・一部改正） 

 


